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 図表９－６ 　財務諸表への影響（一般モデルによる場合）

IFRS第17号 日本基準

保険サービス損益 xxx 保険料等収入 xxx

保険収益 保険金等支払金

予定保険金等・事業費 資産運用損益

リスク調整の変化 事業費

CSMの償却 責任準備金等繰入

保険サービス費用 経常利益

保険金融損益 基礎利益

保険金融収益（投資収益） キャピタル損益

保険金融費用 臨時損益

その他の収益・費用 危険準備金繰入

法人所得税費用 特別損益

当期純剰余／当期純利益 法人税等合計

保険負債（割引率変動）（※） 当期純剰余／当期純利益

金融資産損益（FVOCI）

OCI（その他包括利益）

包括利益

（※）OCI表示を選択した場合，FVTOCI（OCIを通じて公正価値）

４．日本の生命保険会社の対応

IFRS第17号の適用については，現行制度下でも，保険株式会社の場合には，会社

法や金融商品取引法上，指定国際会計基準としてのIFRSを任意適用することが認め

られている。ただし，IFRSを任意適用した会社も，現行法の下では，監督会計に基

づく業務報告書の提出が求められることになり，また監督会計は各種制度との関連

も強いため，これらの制度改正が行われない場合，米国やEUの保険会社の場合に見

られるように，IFRS第17号と監督会計の２つの会計基準による書類作成等が求めら

れてくることになる。

IFRS上は
中間項目で
あり表示さ
れない

IFRS上は
費用認識
（負債計上）
されない

『必携　生命保険ハンドブック』（中村　亮一［著］）

お詫びと訂正のお知らせ

本書において，図表 9-6（219 頁）に誤りがございました。読者および関係者
の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます。恐れ
入りますが，以下ご確認の上，本書をご利用くださいますようお願い申し上
げます。

＜正＞

（注）表の補足説明や太線囲み，矢印などにずれがございました。

株式会社　中央経済社


